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恋文のまちを
私と一緒に
走りましょう♪
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フローチャート
ふたり親世帯の方はご確認ください

スタート
世帯のお子さんは次のいずれですか？
Ａ中学生以下のみ
Ｂ中学生以下と高校生相当
Ｃ高校生相当のみ

（主たる生計の維持
者〈所得の高い方〉
の）令和５年度の
市民税は非課税で
すか？

（児童手当を受給さ
れている方の）令
和５年度の市民税
は非課税ですか？

給付金は
支給されません
（ただし、②に該当
する場合は支給され
ます）

給付金が
支給されます
対象の方には、７月
中に申請書をお送り
します。（申請が必
要です）

Ｃ ＡまたはＢ

いいえ いいえはい

はい

恋文のまちを
私と一緒に
走りましょう♪

ゲストランナー
福島 和可菜さん

　

秋
の
き
み
ま
ち
路
を
走
る
「
き

み
ま
ち
二
ツ
井
マ
ラ
ソ
ン
」
を
10

月
15
日
㈰
に
開
催
し
ま
す
！
29
回

目
と
な
る
今
回
は
、
ゲ
ス
ト
ラ
ン

ナ
ー
に
タ
レ
ン
ト
の
福
島
和
可
菜

さ
ん
を
迎
え
ま
す
。

　

申
込
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、
市

役
所
本
庁
舎
、
二
ツ
井
町
庁
舎
、

能
代
市
総
合
体
育
館
、
二
ツ
井
総

合
体
育
館
な
ど
に
備
え
る
応
募
用

紙
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

種
目
／
対
象

・
ペ
ア
（
４
㎞
）
／
小
学
生
を
含

む
ペ
ア

・
４
㎞
／
小
学
生
以
上

・
10
㎞
／
高
校
生
以
上

・
ハ
ー
フ
（
21
・
０
９
７
５
㎞
）

／
高
校
生
以
上

※

10
㎞
と
ハ
ー
フ
完
走
者
の
中
か
ら

抽
選
で
、
青
梅
マ
ラ
ソ
ン
・
札
幌

マ
ラ
ソ
ン
出
場
資
格
が
各
10
人
に

当
た
り
ま
す
。

参
加
料

・
一
般
（
10
㎞
・
ハ
ー
フ
）　

　

４
０
０
０
円

・
一
般
（
４
㎞
）
３
０
０
０
円

・
高
校
生
以
下　

１
０
０
０
円

・
ペ
ア
（
高
校
生
以
下
＋
小
学

生
）
２
０
０
０
円

・
ペ
ア
（
一
般
＋
小
学
生
）

　

４
０
０
０
円

申
し
込
み　
９
月
１
日
㈮
ま
で
に

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か

応
募
用
紙
で

問
合
せ

き
み
ま
ち
二
ツ
井
マ
ラ
ソ
ン

大
会
事
務
局
（
生
涯
学
習
・

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
内
）

☎
73・３
２
２
１

　

物
価
高
騰
に
よ
る
影
響
が
長
期

化
す
る
中
で
、
低
所
得
の
子
育
て

世
帯
の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、

生
活
支
援
特
別
給
付
金
を
支
給
し

ま
す
。

支
給
額

　

児
童
１
人
に
つ
き
５
万
円

対
象　
平
成
17
年
４
月
２
日
〜
令

和
６
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
子

ど
も
（
特
別
児
童
扶
養
手
当
の

支
給
対
象
と
な
る
子
ど
も
は
、

平
成
15
年
４
月
２
日
〜
令
和
６

年
３
月
31
日
生
ま
れ
）
の
父
母

な
ど
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
（
本
給
付
金
受
給
済

者
は
除
く
）

ひ
と
り
親
世
帯
の
方

①
公
的
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い

る
こ
と
に
よ
り
、
令
和
５
年
３

月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

を
受
け
て
い
な
い
方
で
、
令
和

３
年
中
の
収
入
が
児
童
扶
養
手

当
受
給
者
と
同
じ
水
準
の
方

②
物
価
高
騰
の
影
響
で
家
計
が
急

変
し
、
令
和
５
年
１
月
以
降
の

任
意
の
月
の
収
入
が
児
童
扶
養

手
当
受
給
者
と
同
じ
水
準
の
方

ふ
た
り
親
世
帯
の
方

①
左
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
に
該
当

す
る
方

②
物
価
高
騰
の
影
響
で
家
計
が
急

変
し
、
令
和
５
年
１
月
以
降
の

任
意
の
月
の
収
入
が
市
民
税
非

課
税
相
当
と
な
っ
て
い
る
方

申
請
期
限

　

令
和
６
年
２
月
29
日
㈭

（
令
和
６
年
３
月
中
に
給
付
金

の
対
象
に
な
っ
た
方
は
、
令
和

６
年
４
月
15
日
㈪
ま
で
申
請
で

き
ま
す
）

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課　

　
　
　
　
　
　

☎
89・２
９
４
６


